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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
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【公開番号】特開2016-53799(P2016-53799A)
【公開日】平成28年4月14日(2016.4.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-023
【出願番号】特願2014-179032(P2014-179032)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/0488   (2013.01)
   Ｇ０６Ｆ  17/24     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  17/27     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/048    ６２０　
   Ｇ０６Ｆ   17/24     ６２０　
   Ｇ０６Ｆ   17/27     ６６０　

【手続補正書】
【提出日】平成29年8月28日(2017.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手書入力した筆跡ストロークが表示されるタッチスクリーンディスプレイと、
　過去に入力された手書き筆跡の情報を含む手書き情報が収集された辞書と、
　手書きアプリケーションプログラムを含む各種プログラムを実行するプロセッサと、
を具備し、
　前記プロセッサは、
　前記タッチスクリーンディスプレイのディスプレイ上で第１ストロークが入力された場
合に、前記第１ストロークの表示領域を含み前記第１ストロークに対応する文字の入力方
向に長い帯状の第１領域を第１形態で前記ディスプレイ上に表示すると共に、前記第１領
域以外の第２領域を前記第１形態とは異なる第２形態で前記ディスプレイ上に表示し、
　前記第１ストロークの入力に応じて前記辞書を参照し、前記第１ストロークから定まる
入力の候補である複数の第１候補筆跡を優先度順に表示した候補筆跡メニューを前記第１
領域の前記第１ストロークの入力端に合わせて表示し、
　表示された前記複数の第１候補筆跡のうちのいずれかが選択され、前記候補筆跡メニュ
ー内のタップ操作がおこなわれた場合、前記第１ストロークに代えて前記選択された第１
候補筆跡を入力として確定する
電子機器。
【請求項２】
　前記プロセッサは、
　前記第１ストロークの入力の後に、第２ストロークが入力された場合に、前記第１スト
ロークおよび前記第２ストロークから定まる入力の候補である複数の第２候補筆跡を優先
度順に表示した前記候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第２ストロークの入力端に合
わせて表示し、
　前記複数の第１候補筆跡と、前記複数の第２候補筆跡とに含まれる少なくとも１つの候
補筆跡が同じである場合に、その同一の候補筆跡の前記候補筆跡メニュー内の表示位置を
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変更しない、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記プロセッサは、
　前記第１ストロークの入力の後に、第２ストロークが入力された場合に、前記第１スト
ロークおよび前記第２ストロークから定まる入力の候補である複数の第２候補筆跡を優先
度順に表示した前記候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第２ストロークの入力端に合
わせて表示し、
　前記候補筆跡メニューにおいて、前記複数の第２候補筆跡のうち、前記複数の第１候補
筆跡と同一の候補筆跡を第３形態で表示し、前記複数の第２候補筆跡のうち、前記複数の
第１候補筆跡とは異なる候補筆跡を前記第３形態とは異なる第４形態で表示する、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記プロセッサは、
　ユーザの右利き又は左利きの設定を受け付け、前記右利きが設定されている場合には、
前記候補筆跡メニューを前記第１ストロークの前記入力端の位置よりも左側に表示し、
　前記左利きが設定されている場合には、前記候補筆跡メニューを前記第１ストロークの
前記入力端の位置よりも右側に表示する、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記タッチスクリーンディスプレイは、長方形の形状であって、
　前記プロセッサは、
　前記タッチスクリーンディスプレイの向きに応じて、前記タッチスクリーンディスプレ
イの表示方向を９０度異なる少なくとも第１方向と第２方向に自動的に変更し、
　前記第１領域が横方向に長い矩形である場合には、前記タッチスクリーンディスプレイ
の表示方向が前記第１方向か前記第２方向かによらず、前記横方向のみに前記第１領域を
スクロール可能とし、
　前記第１領域が縦方向に長い矩形である場合には、前記タッチスクリーンディスプレイ
の表示方向が前記第１方向か前記第２方向かによらず、前記縦方向のみに前記第１領域を
スクロール可能とする、
請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記第１領域に書き込み可能エリアを示す鍵括弧を表示すると共に
、前記鍵括弧をドラッグして行の高さを大きくすると、自動的に前記第１ストロークの文
字を大きくする請求項１に記載の電子機器。
【請求項７】
　手書入力した筆跡ストロークが表示されるタッチスクリーンディスプレイと、過去に入
力された手書き筆跡の情報を含む手書き情報が収集された辞書と、手書きアプリケーショ
ンプログラムを含む各種プログラムを実行するプロセッサと、を具備する電子機器の方法
であって、
　前記タッチスクリーンディスプレイのディスプレイ上で第１ストロークが入力された場
合に、前記第１ストロークの表示領域を含み前記第１ストロークに対応する文字の入力方
向に長い帯状の第１領域を第１形態で前記ディスプレイ上に表示すると共に、前記第１領
域以外の第２領域を前記第１形態とは異なる第２形態で前記ディスプレイ上に表示し、
　前記第１ストロークの入力に応じて前記辞書を参照し、前記第１ストロークから定まる
入力の候補である複数の第１候補筆跡を優先度順に表示した候補筆跡メニューを前記第１
領域の前記第１ストロークの入力端に合わせて表示し、
　表示された前記複数の第１候補筆跡のうちのいずれかが選択され、前記候補筆跡メニュ
ー内のタップ操作がおこなわれた場合、前記第１ストロークに代えて前記選択された第１
候補筆跡を入力として確定する
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　方法。
【請求項８】
　前記第１ストロークの入力の後に、第２ストロークが入力された場合に、前記第１スト
ロークおよび前記第２ストロークから定まる入力の候補である複数の第２候補筆跡を優先
度順に表示した前記候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第２ストロークの入力端に合
わせて表示し、
　前記複数の第１候補筆跡と、前記複数の第２候補筆跡とに含まれる少なくとも１つの候
補筆跡が同じである場合に、その同一の候補筆跡の前記候補筆跡メニュー内の表示位置を
変更しない、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１ストロークの入力の後に、第２ストロークが入力された場合に、前記第１スト
ロークおよび前記第２ストロークから定まる入力の候補である複数の第２候補筆跡を優先
度順に表示した前記候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第２ストロークの入力端に合
わせて表示し、
　前記候補筆跡メニューにおいて、前記複数の第２候補筆跡のうち、前記複数の第１候補
筆跡と同一の候補筆跡を第３形態で表示し、前記複数の第２候補筆跡のうち、前記複数の
第１候補筆跡とは異なる候補筆跡を前記第３形態とは異なる第４形態で表示する、
請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザの右利き又は左利きの設定を受け付け、前記右利きが設定されている場合には、
前記候補筆跡メニューを前記第１ストロークの前記入力端の位置よりも左側に表示し、
　前記左利きが設定されている場合には、前記候補筆跡メニューを前記第１ストロークの
前記入力端の位置よりも右側に表示する、
請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１領域に書き込み可能エリアを示す鍵括弧を表示すると共に、前記鍵括弧をドラ
ッグして行の高さを大きくすると、自動的に前記第１ストロークの文字を大きくする請求
項７に記載の方法。
【請求項１２】
　手書入力した筆跡ストロークが表示されるタッチスクリーンディスプレイと、過去に入
力された手書き筆跡の情報を含む手書き情報が収集された辞書と、手書きアプリケーショ
ンプログラムを含む各種プログラムを実行するプロセッサと、を具備する電子機器の前記
手書きアプリケーションプログラムプログラムであって、
　前記タッチスクリーンディスプレイのディスプレイ上で第１ストロークが入力された場
合に、前記第１ストロークの表示領域を含み前記第１ストロークに対応する文字の入力方
向に長い帯状の第１領域を第１形態で前記ディスプレイ上に表示すると共に、前記第１領
域以外の第２領域を前記第１形態とは異なる第２形態で前記ディスプレイ上に表示するこ
とと、
　前記第１ストロークの入力に応じて前記辞書を参照し、前記第１ストロークから定まる
入力の候補である複数の第１候補筆跡を優先度順に表示した候補筆跡メニューを前記第１
領域の前記第１ストロークの入力端に合わせて表示することと、
　表示された前記複数の第１候補筆跡のうちのいずれかが選択され、前記候補筆跡メニュ
ー内のタップ操作がおこなわれた場合、前記第１ストロークに代えて前記選択された第１
候補筆跡を入力として確定することと、
の機能を実行するようにコンピュータを制御するプログラム。
【請求項１３】
　前記第１ストロークの入力の後に、第２ストロークが入力された場合に、前記第１スト
ロークおよび前記第２ストロークから定まる入力の候補である複数の第２候補筆跡を優先
度順に表示した前記候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第２ストロークの入力端に合
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わせて表示することと、
　前記複数の第１候補筆跡と、前記複数の第２候補筆跡とに含まれる少なくとも１つの候
補筆跡が同じである場合に、その同一の候補筆跡の前記候補筆跡メニュー内の表示位置を
変更しないことと、
の機能を実行するように前記コンピュータをさらに制御する請求項１２に記載のプログラ
ム。
【請求項１４】
　前記第１ストロークの入力の後に、第２ストロークが入力された場合に、前記第１スト
ロークおよび前記第２ストロークから定まる入力の候補である複数の第２候補筆跡を優先
度順に表示した前記候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第２ストロークの入力端に合
わせて表示することと、
　前記候補筆跡メニューにおいて、前記複数の第２候補筆跡のうち、前記複数の第１候補
筆跡と同一の候補筆跡を第３形態で表示し、前記複数の第２候補筆跡のうち、前記複数の
第１候補筆跡とは異なる候補筆跡を前記第３形態とは異なる第４形態で表示することと、
の機能を実行するように前記コンピュータをさらに制御する請求項１２に記載のプログラ
ム。
【請求項１５】
　ユーザの右利き又は左利きの設定を受け付け、前記右利きが設定されている場合には、
前記候補筆跡メニューを前記第１ストロークの前記入力端の位置よりも左側に表示するこ
とと、
　前記左利きが設定されている場合には、前記候補筆跡メニューを前記第１ストロークの
前記入力端の位置よりも右側に表示することと、
の機能を実行するように前記コンピュータをさらに制御する請求項１２に記載のプログラ
ム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　実施形態によれば、電子機器は、手書入力した筆跡ストロークが表示されるタッチスク
リーンディスプレイと、過去に入力された手書き筆跡の情報を含む手書き情報が収集され
た辞書と、手書きアプリケーションプログラムを含む各種プログラムを実行するプロセッ
サと、を具備する。前記プロセッサは、前記タッチスクリーンディスプレイのディスプレ
イ上で第１ストロークが入力された場合に、前記第１ストロークの表示領域を含み前記第
１ストロークに対応する文字の入力方向に長い帯状の第１領域を第１形態で前記ディスプ
レイ上に表示すると共に、前記第１領域以外の第２領域を前記第１形態とは異なる第２形
態で前記ディスプレイ上に表示し、前記第１ストロークの入力に応じて前記辞書を参照し
、前記第１ストロークから定まる入力の候補である複数の第１候補筆跡を優先度順に表示
した候補筆跡メニューを前記第１領域の前記第１ストロークの入力端に合わせて表示し、
表示された前記複数の第１候補筆跡のうちのいずれかが選択され、前記候補筆跡メニュー
内のタップ操作がおこなわれた場合、前記第１ストロークに代えて前記選択された第１候
補筆跡を入力として確定する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　右利きモードに設定されている場合には、手書きノートアプリケーションプログラム２
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０２は、仮ストロークから定まる１以上の候補筆跡、つまり候補筆跡メニューを、仮スト
ロークの位置よりも左側に表示する。たとえば、最後に手書き入力された仮ストロークの
終端または右端よりも左側に候補筆跡メニューを表示してもよい。この場合、候補筆跡メ
ニューは、候補筆跡メニューの右端が最後に手書き入力された仮ストロークの終端または
右端に揃う位置に表示されてもよい。候補筆跡メニューは、上述の書き込み可能エリアの
上側または下側に表示されればよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　左利きモードに設定されている場合には、手書きノートアプリケーションプログラム２
０２は、仮ストロークから定まる１以上の候補筆跡、つまり候補筆跡メニューを、仮スト
ロークの位置よりも右側に表示する。たとえば、最後に手書き入力された仮ストロークの
終端または左端よりも右側に候補筆跡メニューを表示してもよい。この場合、候補筆跡メ
ニューは、候補筆跡メニューの左端が最後に手書き入力された仮ストロークの終端または
左端に揃う位置に表示されてもよい。候補筆跡メニューは、上述の書き込み可能エリアの
上側または下側に表示されればよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８９】
　図２１は、左利きモードにおける候補筆跡メニュー７０１の表示位置の制御を示す。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９０】
　左利きモードに設定されている場合には、手書きノートアプリケーションプログラム２
０２は、入力された仮ストロークから定まる１以上の候補筆跡、つまり候補筆跡メニュー
７０１を、図２１に示すように、仮ストロークの位置よりも右側に表示する。
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